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裁判官・研究者の視点から見た
弁護士・弁護士会への期待

今回の特集は、毎年新年恒例で会長ゆかりの方々をお招きして行う会長鼎談です。今年は
日下部真治当会会長が、加藤新太郎・元東京高裁部統括判事、山本和彦・一橋大学大学院
法学研究科教授のお二方と、「裁判官・研究者の視点から見た弁護士・弁護士会」をテーマ
に語りました。法曹界のトップで活躍し続けるお二方の視点は、非常に斬新かつ有益なものと
なっています。また、これからの弁護士に必要とされるスキルやマインドについても語っていた
だきました。新人はもちろんのこと、あらゆる弁護士にとって必見の内容です。

会 　長 　鼎 　談

特　集　1
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そこで議論をしたのが最初の出会いです。その研
究会では成果を『判例タイムズ』に連載したり、
それを単行本にするなどの活動をしていました。
その後も、日本法律家協会の民事法判例研究会な
どでご一緒しています。
また、『民事尋問技術』（ぎょうせい、［第4版］
2016年）の改訂時に日下部先生に執筆に加わっ
てもらったり、菊井＝村松原著の民訴法コンメン
タール（日本評論社）の共著者になってもらいま
した。このコンメンタールは当初から山本先生も
ご一緒しています。
山本先生とは、私が釧路から司法研修所の教官
に異動した後、東京大学の民事訴訟研究会に参加
するようになったのがきっかけです。上海に2人
して出掛け、復旦大学で、上海の裁判官、研究者と、
日本の要件事実論、争点整理の実情と手法につい
て、理論と実務の双方から報告し、ディスカッショ
ンをしたこともありました。本もご一緒に複数冊、

1  自己紹介と出会いのきっかけ

日下部：私は現在当会の会長を務めております日
下部真治です。修習期は47期で、弁護士登録を
してからちょうど30年目になります。
会長を務めるようになり、弁護士の業務だけで
はなく、弁護士会の役割を意識することが増えま
した。日弁連の副会長も兼務していて、日弁連が
行う様々な活動に関わることが増えたものですか
ら、弁護士や弁護士会が行っている活動がどうい
う意味を持っているのか、また外部の目から見て
弁護士や弁護士会がどう映っているんだろうかと
いうことを気にする度合いが強まったように思っ
ています。
そこで、本日は、そういった外部の目から見た
ときの弁護士や弁護士会の活動に対する視点をお
持ちでいらっしゃる、2人のゲストの先生方をお
呼びすることにいたしました。
1人は、元裁判官として著名な加藤新太郎先生
です。加藤先生は今は弁護士登録をしていらっ
しゃいますけれども、裁判官のときにも、また現
在も、その視点で様々な意見発信をしてくださっ
ている先生です。
もう一方は山本和彦先生です。山本先生は一橋
大学大学院法学研究科の教授でいらっしゃいま
す。民事訴訟法がご専門ですので、弁護士の業務
との接点がとても多いところかと思います。その
ため、弁護士が行っている訴訟活動、あるいは民
事訴訟分野における立法提言などについてのご見
識も持っていらっしゃるんだろうと期待をしてい
るところです。
加藤：ご紹介いただきました加藤です。40年裁
判官をやった後、依願退官をして、弁護士登録を
して10年目になります。6年間は、中央大学法科
大学院で専任教授を兼ねていました。現在も都立
大と日大で前期、後期、週1コマずつ非常勤講師
をしています。経歴で特色あるのは、40年裁判
所勤務があるうち、司法研修所勤務がなんと14
年である点です。
日下部先生とは、仲間内で研究会をしていて、
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は、加藤先生のエッセー集『四日目の裁判官』を
拝読しています。裁判所の裏話的なものも含めて、
大変勉強になります。ぜひこれは弁護士さん、読
者の方にはご一読をおすすめしたいです。

2  弁護士・弁護士会の活動

日下部：では、まず「弁護士・弁護士会の活動」
というタイトルで、議論の中身に入っていこうと
思います。弁護士は、自営業者として、依頼者か
ら報酬を得て、それを生活の糧としているという
側面がまずあります。これは非常に私的な性格を
持っているんだろうと思います。他方で、ある程
度公的な意味合いも持っている資格で、無報酬、
あるいは低廉な報酬であっても、公益的な活動を
することも期待されているのが特徴です。このよ
うな場合によっては背反する性質を、人によって
は非常に偏りのある形で実現していたり、両方バ
ランスを取りながら行動したりしているかと思い
ます。
一方、弁護士会というのは自治団体ですから、
弁護士に対する指導や監督をしますし、所属して
いる弁護士が不祥事を起こせば懲戒処分もすると
いう立場に立っています。他方で、弁護士会は、

出版しています。ですから、山本先生との関係も
勉強仲間です。こう話すと、私は勉強ばかりして
いるなという感じがするわけですが、実話なので
御勘弁ください（笑）。
山本：私は今もお話がありましたように、研究者
でありまして、大学の教員になってから40年ぐ
らいになります。専門分野は、民事訴訟法ですが、
日本の場合は民事訴訟法学者が他の民事手続周り
を全部やるということになっていますので、民事
保全、民事執行、倒産、あるいは家事事件手続とか、
全て教えたり研究したりすることがあります。
私は一応去年弁護士登録をしました。しかし、
法廷に立ったこともなければ、依頼者に会ったこ
ともないという幽霊弁護士なわけです。
法曹養成という観点では、一橋大学の法科大学
院で創設以来、ずっと教えています。そのほか、
中央教育審議会という文科省の審議会で、法科大
学院の特別委員会に所属して、委員長をやったり
していました。
それから法務省の法制審議会の委員、幹事を
30年弱ぐらいやっておりまして、法制度の創設
等に当たっていろいろ関わってきました。そうい
う意味では、弁護士の皆様方の活動ということも
目の前にしてきましたし、非常に興味を持ってき
ました。
日下部先生とは裁判IT化に関して2017年の内
閣官房の検討会で直接お会いしたのが最初です
ね。このIT化の問題は当初商事法務に設けられ
た研究会で議論がされ、さらに法制審議会の部会
ができたのですが、5年以上議論を共にして参り
ました。最近では、日下部先生が日弁連で仲裁
ADR関係担当の副会長をやっておられるそうで、
私自身ADRも研究分野の1つですし、今、日本
商事仲裁協会（JCAA）というところの執行理事
として運営側の仕事もやっておりますので、その
関係でもいろいろとお世話になっています。
加藤先生とは、加藤先生が『NBL』に判例評釈、
判例の解説を書かれていて、その連載が100回に
なる記念での鼎談に、私も出させていただいて、
「加藤先生、400回、500回続けてください」と
いうことをつい先日申し上げたところです。最近
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大きな役割だと思います。
日下部：弁護士の業務というのは、依頼者に対し
て私的なサービスを提供して、それがひいては公
益目的にもかなうんだということをおっしゃった
と思うんですけれども、他方で、いくつかの弁護
士会では、会員である弁護士に公益活動を義務と
して課しているんですね。それは、通常の業務を
しているだけでは、必ずしも公益活動としては十
分ではないという発想が前提にあるのかなと思う
んです。
そうすると、理屈の上では、普通の依頼者のた
めの仕事をしていれば、ひいては公益に資するか
もしれないけれども、それとは別に公益活動をす
るとか、あるいは個別の依頼者の仕事とはかけ離
れて、例えば憲法や環境に関わる活動をするだと
か、何らかの利益のために活動している人もいま
す。公益活動の義務化との関係でいうと、なかな
か整理が難しい面もあるかなと思うんですけど、
どのようにお考えですか。
加藤：原初的な形態からいうと、弁護士になる人
は力がある人なのです。だから個別的なこともお
願いするけれども、全体的な公共的役務もやって
くれますよねという考えに結び付きやすい。今で
は行政の仕事になっているようなものや、昔は、
紛争になる前のルール形成等も、弁護士が無償で
関与することがあったのではないでしょうか（デ
ボラ・ローディ（石田京子訳）『プロボノ活動の
原則と実務』（成文堂、2018年）4頁参照。異説
もあり）。医師も聖職者も、やはりその社会では
力ある人たちであり、だから皆が頼るという存在
だったという構造と類似していたと思うんです
ね。
日下部：何か最近はだいぶ力が失われつつあると
いう（笑）。
加藤：今は義務付けなければやらない手合いが増
えたということなのかもしれませんが、事柄は単
純ではありません。
山本：私は、あまり医師の世界のことは知りませ
んけれども、弁護士ほど公益性というようなこと
がいわれることはないように思います。もちろん
医師の仕事で、患者を助けること、命を助けてい

弁護士が構成員ですから、その弁護士の利益を代
表して活動するという側面も持っており、複数の
役割や機能を持っているという特徴があろうかと
思います。
こう見ると、弁護士や弁護士会は、ある意味矛
盾しているような性質を持っているという見方も
あり得るかなと思うんです。こういうところにつ
いて、裁判官として、あるいは研究者として活動
されている視点でご覧になって、ご意見、ご感想
をいただけるとありがたいなと思います。
加藤：私は、『弁護士役割論』（弘文堂、［新版］
2000年）を執筆したのですが、これは弁護士の
役割の解明を目指すものです。これをテーマにし
ようと思ったのは、紛争解決システムの中で、弁
護士の果たす役割が司法のクオリティーを決定す
る上で一番大きいと考えたからです。弁護士が主
張反論・攻撃防御をきちんとし、適切なエビデン
スを出し、反証を出して、その上で議論して、初
めて裁判所は質の高い良い審理・判断ができる。
歴史的に見るとローマ法の時代から弁護士は、
プロフェッションであるとされてきました。代表
的なものが医師と宗教家と弁護士です。普通の職
業と違う点は、人々が困難な場面に遭遇したとき
に手助けをする役目を果たす点です。
弁護士法1条にも規定されていますように、私
的な利害に関し、党派的な活動をして、ある個人
の権利実現をすることが、ひいてはルール形成に
つながり、世間一般社会にとっても有益だという
仕事をする職だということですね。
それは社会から見ると、例えば法的トラブルの
状況の下で弁護士が関与すれば、うまく、適正に
やってくれる。適正にやるとは、権力・財力の有無、
好き嫌いなどで左右されないような形で決着をつ
けてくれるし、やり方もひどいものにはしないと
いうことです。それが公益的なものの正体だと
言ってもいいように思います。
総体として、弁護士会がどんな動きをすべきか
といえば、対外的に法の支配にコミットメントす
るという職業ですから、その支配の源泉である法
についても、社会、経済状況の実情に合うような
形で常に見直して改善意見を出していくことが、
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その職層レベルでやっているということですよ
ね。特定の職にある者の犠牲において公益を実現
することを当然視するのは、程度問題です。国は
予算を出し渋ってはいけない。福祉サービスとし
ての法テラスと位置づけて、司法予算ではなくて
福祉予算として考えるべきではないかと思いま
す。
イギリスでは、サッチャー政権以前は、リーガ
ルエイドに対して司法予算を超えるぐらいの額を
出した。あの思想は正しいものを含んでいたよう
に思います。
編集部：弁護士の仕事が二極化しているというの
もあるかもしれません。大企業を相手にできる人
たちは、お金に困っている人の仕事をしない傾向
にある。じゃあ、誰が法テラスの扶助の業務をやっ
ているかといったら、大企業とかの顧問を持って
ない人たち。いわゆる超過利潤というのが生まれ
ない人たちがやっているので、すごい不満が蓄積
する。
山本：弁護士会の活動も、二極化という意味で、
非常に難しくなっているんだと思うんです。大企
業だけを相手にして、法廷での訴訟活動を全く行
わない弁護士と、法律扶助とか国選弁護というよ
うな仕事を中心にやっている人たちの間に共通の
利益というのが見出せるのか。昔に比べればやは
り、弁護士層の共通性というものが大きく崩れて
いる。組織内弁護士も増えている中で弁護士会の
役割というのは、すごく難しい時代になってきて
いるんだろうなと思いますね。
日下部：弁護士会の中でも分断とかといわれるこ
とはあって、弁護士会の業務に関わっている人と、
全然関わっていない人がいて。
その中で弁護士会が何をやっていくのか、誰の
ために何をやるのかというのが複雑になってし
まっているというのはあるでしょうね。
「弁護士とは」というような命題を立てたとき
に、戦後ぐらいの時期の弁護士のアイデンティ
ティーというのは、公に対して戦うことにこそ核
心があった。だからともかく国とか自治体とは戦
う。これが弁護士道であるという見方でした。
時代は変わってきて、弁護士はちょっと特別な

くことが公益につながっていくということはある
と思いますが、それは純粋に医師の仕事ですよね。
それを超えての公益性みたいなことは、私が知る
限りではあまり論じられないような気がします。
これと比べて、弁護士は個々の実際の弁護士と
しての業務を超えて、公益性みたいなものがずっ
といわれ続けてきたというところが、すごく興味
深いなと思いますね。
日下部：弁護士は、国にお金を出してもらって、
司法研修所での研鑽を経てなる資格で、それはや
はり公的な特別な価値がある仕事だからだという
前提があったからなのかなとは思うんですね。だ
から、自分が弁護士になったときには、それを公
的に返さなければいけないものだという感覚を自
然に持ったように思うんです。いわゆる谷間世代
といわれている、国からお金が出なかった世代の
人たちの存在というのも、関わり合いが出てくる
ところかもしれないですね。いや、非常に興味深
いですね。
山本：私は「赤ひげ性」と呼んでいるんですけど、
端的に言えば金が潤沢にあるところからは報酬を
取って、他方で十分な経済力がない人に対しては、
安い報酬、あるいは無報酬でその人たちを助ける
ような仕事をやるという面がありますよね。医者
の方は医療保険制度が国家制度として完備された
ので、誰でも保険で医療を受けられる。
それに対して弁護士は、法律扶助という制度は
もちろんあって、私も制度を作るとき、かなり関
与していろいろ考えました。法律扶助は公益的な
ものなんだから低い報酬でやるべきという意見も
あったのですが、私はそれはおかしいんじゃない
かと考えていて。それは建設会社が橋や道路を造
るのと同じことで、目的は公益的なものでも、企
業は報酬をきちんと取っているわけですよね。フ
ランスでも法律扶助制度がありますが、一種の公
共料金的発想で、適正な価格の報酬を考えるべき
だという発想で、私はそちらの方が正しいんじゃ
ないかと思っています。
加藤：全く同感です。富める人の案件の報酬で超
過利潤をストックしておいて、それを再配分する
というのは、国家の税徴収・支出と同じことを、
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は、法曹になった後も続いているともいえるのか
なと思っています。今日ご一緒している両先生方
は、法曹教育の過程にいらっしゃる先生ですので、
いろいろなご意見をお持ちなんじゃないかと思い
ます。
山本：私は最近弁護士登録をしたので、新人研修
としていくつかのものを受けましたけれども、大
変興味深い、充実した内容でした。私は倒産法が
専門なものですから、倒産部会に所属して、年何
回かの研究会にも出ていますけれども、やっぱり
非常にレベルが高いという印象を持ちました。
裁判官は、司法研修所のいわゆる1部が研修を
担っていますし、検察官は法務総合研究所という
組織に研修を行う部署が存在して、そこで非常に
組織的なカリキュラムを立てて、研修を行ってい
ます。弁護士の場合は、弁護士会がそれを担って
いるので、そういったところに匹敵するような役
割というのが期待されている。
裁判官とか検察官は組織の中でのある意味でコ
ントロールといいますか、チェック機能が常にあ
ると思うんです。けれども、弁護士はそういうも
のがない中で、一度資格を取得したら、自ら退会
等しない限りは、資格を保持することができます。
そのようなことからすれば、やっぱり弁護士会の
責任としても、研修というものが必要だし、それ
は国民の立場からすれば、弁護士のクオリティー

身分なり職業であって、それ故に、お金にならな
いようなことであったとしても、公益性があるん
だったらやることが当然という見方の世代が出て
くる。多分、私の世代はその時代だと思うんです
ね。
今は、もちろんグラデーションはあると思うの
ですが、弁護士の資格というのは、お金を稼ぐた
めの1つのツールであって、それに尽きるという
見方もだいぶ強まってきているかなと思うんで
す。ただ、これは多分もっと若い世代の方とお話
ししたら、全然違う価値観を見せてくれるのかも
しれません。
加藤：確かにね。私と同世代の司法修習期などの
弁護士は、もっと楽に稼げたと思います。それは
希少性があった上に、弁護士に頼まなければでき
ない事がいくらでもあったからです。司法試験の
年間合格者500人時代だったある時期まではそれ
が常態だったと思います。

3  �法曹養成の観点から見た、 
弁護士会の研修への期待

日下部：では次のテーマ「研修」です。弁護士会
の研修は、非常に多岐にわたっています。例えば
新人研修や倫理研修があります。
そのほかに国選弁護などの業務を行う際に名簿
登載要件として、所定の研修を受けていることが
求められるということもあります。
それから、業務に役立つ実務的な研修も山程あ
ります。かなり専門性の高いものから、基礎的な
ものまで多数行われています。
また、継続的に研修を受けるという義務を会員
に課している弁護士会もあります。少なくとも当
会の場合には、1年間に6単位を履修することが
義務になっています。
こうした研修は、弁護士としての資格を習得し
た後に、実務家として必要なことを引き続き研鑽
し続けているという性質があると思いますので、
広いスケールで見た法曹養成のプロセスというの
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大学院に入れて、早ければ法科大学院2年目の夏
に司法試験を受けられますよね。そうすると合計
すると4年半の期間ですよ。
司法試験の年間合格者500人時代は、3万人が
受けて、平均合格年齢が28歳。昔の研修所は、
入所時年齢はばらばらだったんですけれど、司法
試験合格まで苦節10年といった人たちが劣後す
るかといえば、そうしたことは全然なくて、基本
書を読み込んだ時間の長い人ほど基礎がしっかり
しているということもありました。
そうしたことを考えると、やはり弁護士会とし
て意識的に資格取得後の研修体系をより強化する
という方向で考えるのが、あるべき方向ではない
かと思います。
例えば法改正時の研修は、皆一生懸命になって
受講しますし、判例の動向分析とか、学説での議
論状況との関係などの最新情報を掴むことが、実
務のクオリティーを高めていくためにも必要では
ないかと思います。
それからもう1つ、山本先生が言われた全国の
弁護士が研修を同様に受けられるべきというの
は、コモンの思想です。法情報におけるコモン。
これが大事だと思います。
日下部：これは東京特有の問題ではあるんですが、
会員に対する要求が強い弁護士会というのは嫌わ
れてしまって、他の弁護士会に人が流れる原因に
なるんですよね。だから、研修について義務付け
をすると、負担が重いという不平が出てくる。す
ると競争原理で、どんどん義務を軽くしていこう
と、悪い方向で作用している面もあるのかなとい
う感じもしているところです。
編集部：先程法情報のコモンというお話がありま
した。講師を担当している弁護士は、自分のノウ
ハウを惜しげもなく開示してくれるのですが、こ
れ、すごくありがたい話だと思うんです。検察官
や裁判官は、研修をやることが組織を強くすると
いうことに結び付くんですけれども、弁護士が他
の弁護士に自分のノウハウを教えるというのは、
商売敵に武器を与えるようなものですよね。それ
をやってくれる講師がいるというのは、大変あり
がたいことですから、有意義ですよね。

を保っていくということも、弁護士会の仕事とい
う見方を当然されると思いますので、研修義務化
は、私はある種、必然的な方向性なのかなと思っ
ています。
私は、かつて日弁連法務研究財団というところ
で、弁護士のオンライン研修をどうやっていくか
という研究会に入っていたんですけれども、やっ
ぱり弁護士会によってかなり温度差があるのは間
違いないなという印象は受けました。
そういう意味では、弁護士会同士の連携みたい
なものも必要なのかなと思っていて。他会に所属
している弁護士も二弁の研修に参加できるとか、
あるいはオンデマンドの教材を日本全国の弁護士
の底上げのために役立てていくということがあっ
てもいいのかなと。
日下部：二弁の会長としてはやっぱり何か、どう
しても二弁会員を優先でとか二弁会員にのみ公開
でと思ってしまうことがあるんですけど、少し考
えの視野を広げる良い機会になりました。加藤先
生はいかがですか。
加藤：司法試験、司法修習の関係で考えると、今
の合格者は昔と比べて圧倒的に短い勉強時間で合
格できるようになっています。法律の勉強という
のは一定の時間が必ずかかります。それを上手に
こなしてきた人たちは、いつの時代も合格者の上
位層でしょう。今は、3年で大学を終了して法科
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ろがあるんですね。私は法学、特に実定法学とい
うのは学問として、かなり変わった学問なのかな
と思っています。
先程も話題に出てきました医学と類似している
と思うんですが、医学においては基本的には医学
研究者は同時に実務家なんですね。大学病院で診
療に当たっている人が研究者をやっている。基礎
分野は違いますけど、いわゆる臨床分野において
はそういうことになっているわけなので。逆に言
えば法律学においては、実定法学であるにもかか
わらず研究者と実務家とに分かれているというこ
との方が、おかしいという見方もできると思いま
す。
実際に、優れた実務家が優れた研究者を兼ねて
いるというケースもこれまで多々あったわけです
ね。まさにここに今おられる2人の方が代表的で
はないかと思いますけれども、そういう例はいっ
ぱいあったと。だからもともと垣根というものが
なくて。
昔は、研究者と名乗っていたのは、外国法をやっ
ていた人なわけです。ドイツ法やフランス法を
やっています、だから研究者ですと謳うような時
代があった。これはやはり日本の法律学が輸入法
学であったということを象徴していると思いま
す。
ただ、徐々にそういう外国の情報が、別に学者
みたいな人に頼らなくてもどんどん入ってくる時
代になってきて、今や生成AIの自動翻訳機能を
使えば、どこまで確かかという問題はもちろんあ
るんですが、それなりに把握できる時代になった。
そうすると、もうそういう意味での研究者という
のはあまり意味がなくなってきている。
私は今、何が研究者か、何がアカデミズムかと
問われれば、基本的には法律的な事象に対するそ
の人の取り組み姿勢の問題だと思います。つまり、
やっぱり研究者である以上は物事の表面だけを見
るのではなく、基本的なところにさかのぼって思
索するとか、みんなが当たり前と思っていること
も当たり前じゃないんじゃないかということを
疑って、根本的なところを考える姿勢とか。そう
いう視点は別に実務家だって、弁護士の方々でも

4  �アカデミズムと実務の架け橋における
弁護士・弁護士会への期待

日下部：続いてのテーマは、「アカデミズム」です。
弁護士の活動というのは実務に重点があるわけで
すけれども、アカデミズムにも少し足が掛かって
いるというのが実態だろうと思います。
ある程度の質を持つ論考を発表する弁護士も少
なからずいますし、逆に、主軸は研究者であるけ
れども、弁護士登録もしている方もいる。まさに
山本先生がそういう層でもあると思います。
弁護士会の活動に目を向けますと、よくシンポ
ジウムを主催することがあります。裁判官の方や、
研究者の方を招聘して、パネルディスカッション
をしたり、ご講演をいただいたりすることはとて
も多いです。
また、弁護士会の中には法律の研究会が複数あ
ります。日弁連における様々な委員会の中には、
特殊、特別な法領域を専門的に扱っている委員会
もあります。法律研究会という名前が付いていな
くても、それに近い実態を持っていることも多い
と思います。
このように、弁護士や弁護士会の活動はアカデ
ミズムと実務の間に位置している性質を持ってい
ると思いますし、法曹養成の過程においては、弁
護士が実務家教員としてロースクールで教えてい
るところにも表れているのかなと思います。
他方、そうは言いながらも研究者としての実質
をどれだけ持っているのかというと、これは全く
別論でありまして、ロースクールで教員をしてい
るからといって研究者としてどうかは全く保証さ
れているわけではなく、むしろ研究者としては不
十分であるということもよく耳にする話でもあろ
うかと思います。
このような弁護士の性質を外部の目からご覧に
なって、どんなふうに映っていらっしゃるのか。
良い面、悪い面、コメントいただけるとありがた
いなと思うんですが、これは山本先生から、ぜひ。
山本：そもそもアカデミズムとは何かというのが
私には非常に興味深いというか、分からないとこ
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題対策委員会というのは、1つの委員会で他の委
員会5つ分ぐらいに相当するものすごい大所帯。
中に10個ぐらい部会があって、それぞれの部会
が1つの委員会に当たるぐらいの活力と問題意識
を持ってやっていて、日弁連の意見書の素案とか
を多数出していて、まさに専門家の集団ですね。
加藤：少し切り口は変わりますが、裁判官研修に
刑事弁護で著名な神山啓史先生を講演に呼んだこ
とがありますが、終わった後の裁判官アンケート
によると、裁判所を批判していても、ロジックは
ちゃんとしていて、エビデンスも、論拠もあるし、
全体の構成としても素晴らしいと大好評でした。
このように、研究者と実務家はもちろん、法曹三
者が共同して研究していくということはもっと
あってもいいですね。

5  �法制度又は運用の改善に向けた 
弁護士・弁護士会への期待

日下部：弁護士法第1条第2項では、「弁護士は、
前項の使命（＝基本的人権の擁護と社会正義の実
現）に基き」、「法律制度の改善に努力しなければ
ならない」とされています。それ故、弁護士は、
一般性のある意味で法制度の改善に向けた努力や
活動をしています。
具体的には、まず制度の改善ということで、と
りわけ日弁連が主催して研究者の方を招聘し、法
改正を念頭に置いて行う勉強会があります。
そして、そういった勉強会を踏まえた上で、立
法提言とか法制度を変えることを求める意見書を
数多く出しています。この量は一般の方が考えら
れているよりもはるかに多く、特に日弁連のウェ
ブサイトを見るとものすごい数が出てきます。
そうした立法提言や意見書を出してもすぐに法
律になるというわけではないですけれども、その
後の過程においては法曹三者の一角として法務省
や最高裁との協議会を行ったり、法制審議会の部
会の委員として弁護士を推薦して、そのバック
アップを日弁連が行うということも一般的に行わ

持ちうるわけです。
逆に、大学で教えていて研究者と名乗っている
かもしれないけど、私が見ると全然研究者じゃな
いよなと。相変わらず外国のものを日本語に翻訳
しているだけとか、物事の表層だけをただ単に叙
述しているだけみたいな人もいっぱいいるわけで
す。そういう意味で私は、そもそも「アカデミズ
ムと実務の架け橋」という問題設定がなかなか難
しいかなと思っています。
倒産法などにおいては、本当に実務家のレベル
というのはものすごく高いことは明らかで、おそ
らく知財とか他の分野も同じなんじゃないかと思
います。弁護士と研究者の間での共同研究は我々
にとっても非常に重要になってきています。
日下部：専門分野に特化して、それでご飯を食べ
ていくというのはなかなか大変なところもありま
す。ただ大手事務所だと専門化が顕著で、よくそ
こまで議論しているなという高いレベルの議論を
しているのは確かだと思うんですよね。例えば仮
想通貨のような法律問題を扱っている先生方の議
論は、おそらく研究者の方の議論のレベルとそう
変わらないところにいるんだろうなと。
ただ、これはあまり弁護士一般に見られる事象
ということでは多分なくて、都市部におけるある
程度の規模の法律事務所で、ものすごく専門性を
持っていても食べていける環境があるところで初
めて生じる事象ではないでしょうか。
加藤：ブティック型の事務所や弁護士が5人とか
10人でやっておられる事務所で、倒産、事業再
生などを専門にしているところもありますよね。
これは結構地方にもそういう事務所があります
が、そこでは非常に高いレベルの議論がされてい
るように思います。それはやはり倒産とか知財と
かある程度食べていける分野だからそういうこと
が起きるのかなと思いますね。
日下部：逆に食べていけない分野では、弁護士の
専門性もあまり磨かれることはなくてということ
なのかも。
加藤：消費者法分野はどうですか。
日下部：消費者法の分野は日弁連のスケールで言
いますと大変大きな分野です。日弁連の消費者問
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度とか。
加藤：そうです。慰謝料の額の問題もそうです。
東京地裁にいた頃、民事部裁判官有志で、マスメ
ディアによる名誉毀損のケースで高額の慰謝料が
認定される案件はどういう特色があるかを調べた
ことがあり、『ジュリスト』1209号（2001年）
63頁に載っています。慰謝料の少ない事例は責
任論で止まってしまって損害立証にはあまり力が
入っていないものが多い。これに対して高額の判
決が出ているものは、そこをかなりしっかり主張
立証している。これだけのダメージがあってこの
仕事を失ったとか、メンタルを病んでどのように
なった、ということを丁寧に主張立証し、それが
奏功すれば、高い慰謝料は出る。これがそこでの
研究結果なのですけれども、そういうことも含め
た立法提案というのは意味があるように思います
ね。
また、外に向けての立法提案だけでなく、内に
向けての提案ももっとあってもよいのではない
か。弁護士職務基本規程の改正などです。それに
関連して、弁護士の懲戒に加えて会が行う指導と
いうのがありますね。弁護士法に規定はないもの
ですから、単位会に会則があればできるけれども、
会則を作っていない場合にできるかどうかという
議論があります。
いきなり懲戒を打つよりも、その前に注意勧告
を挟んだ方がなだらかな指導監督規制になるよう

れています。
運用の改善に関しては、立法と近い部分はあり
ますけれども、会長声明や会長談話というものも
よく出てくるところです。よく知られているもの
としては、死刑が執行されたときの会長声明、会
長談話だろうと思います。
そのほか、最高裁と日弁連の間での定期的な協
議会を行ったり、法務省や法テラスとの間での協
議会も行われていて、運用の改善がなされている
ところです。
他にロビーイング活動があります。日弁連や日
本弁護士政治連盟の弁護士が国会議員などのとこ
ろに足を運んで、政策をお話して支援、支持を求
めるという活動も行っています。
このような法制度や運用の改善に向けた弁護士
や弁護士会の活動をご覧になって、どんなふうに
評価されているのか。期待や、あるいはこのよう
にした方がいいというようなポイントがあれば、
ぜひご指摘をいただければと思います。
加藤：もっと立法提案を弁護士会として押し出し
ていくということを考えてもいいと思いますね。
弁護士会が日常の事件を通じて問題だと考えてい
るところは、立法事実ありと推定されます。損害
賠償制度関係の意見書を出し、立法提案につなげ
ていく活動などはとても意味のあるものだと思い
ますね。
日下部：最近だと日弁連が出した違法収益移転制
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山本：座っているだけでは何の意味もないわけで
すからね。弁護士の重みというのは時と場合に
よってかなり違うと思いました。
それからもう1つ運用について言わせていただ
くと、これも私が学者になった直後に審理改善運
動というのが行われていて、この中での弁護士の
役割というのは非常に重いものがありました。私
が研究会でご一緒したのが那須弘平先生。後に最
高裁の裁判官になられました。
日下部：二弁の先生ですね。
山本：他にも何人かの弁護士の先生方が非常に中
心的な活動をされて。『判例タイムズ』を主戦場
として、いろいろな提言を出されて、それが大き
な影響力を与えて。最終的にはそれが民訴法の改
正までつながっていった。その熱気というのはす
ごかったですね。「このままだと日本の訴訟制度
はだめになるんだ」という非常に強い危機感に突
き動かされて、実践的な運動を多くの弁護士さん
を巻き込んでやっておられるということがありま
した。もちろん裁判所もそれと呼応しながら動い
ていったということはあったと思うんですが。
ただ、私は最近、裁判の迅速化の検証というも
のに関わっていて、地方に行って裁判所とか弁護
士会の話も伺ったりするんですけれども。IT化、
デジタル化の中でいろいろな取り組みは行われて
いますが、それを浸透させていくことが非常に難
しいということがよくいわれます。その理由は、
弁護士の方がなかなか前向きに動かれないという
か、全体の改善が進展しないというお話を聞くこ
ともありますから、この点は残された課題と感じ
ます。

6　これからの弁護士に求められるもの

編集部：最後に、新人、若手へのメッセージやア
ドバイスをいただけますでしょうか。
加藤：今、弁護士になろうとこの業界に新規参入
してくる人はとても見通しが良いと思います。
リーガルニーズというのは常にあるんですね。し

に思うので、その辺りも議論する余地があるので
はないかと思います。
日下部：なるほど。対内的なルールということで
言うと、日弁連とか弁護士会が持っているルー
ルって本当に山程ありまして、それの改正が議論
されるということは年中行われているんです。た
だ、弁護士職務基本規程の改正は弁護士自身の生
活に直結するので、何か少し抽象的なルールでも、
それがどう変わって転んでしまうのか怖いという
リアクションを受けやすいのかなという気もする
んです。
山本：私は法制度の改善においても、運用の改善
においても、弁護士の皆さんの力が非常に大きい
ということを強く感じました。
改正の分野で私が最初に関わったのは法制審議
会の倒産法部会だったんですが、田原睦夫弁護士
とか才口千晴弁護士とか、その後最高裁判事に
なったような方々が弁護士会推薦の委員として出
ておられた。その発言の影響力とか実際の法改正
の条文に与えた影響は非常に大きいものがあり、
しかもその議論は非常に建設的な形で行われてい
ました。
かつて三ヶ月章部会長が、やはり弁護士を巻き
込まないと手続法の改正は絶対うまくいかないん
だということを強く法務省と最高裁に言われて、
弁護士を実質的な議論に関与させるようになった
のが非常に大きいですね。それまでは弁護士を結
構蚊帳の外に置くような形で立法をやっていたの
が、弁護士を巻き込んでいくようになって。実際
に日下部先生にはIT化の関係で大活躍をいただ
いたわけで。
ただ、他の部会に行ってみると必ずしもそうで
はないと。刑事関係の部会が特にそうなんですが。
弁護士会の推薦のやり方もやっぱり問題があ
る。力量のある建設的な議論ができる人を送り込
んでくれると非常に良い議論ができるわけですけ
れども、中にはある種の年功序列みたいな、法制
審議会なんて名誉職ですからみたいなことを言う
人もいて。
加藤：勲章につながるという話を聞いたことがあ
りますが。
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かもこういう世の中の動きが激しい時代ですか
ら、ブルーオーシャンが広がっている。
それにこれから団塊の世代がどっと引退してい
くんですよ。活躍の場面はこれまでの10年、20
年よりは多く広がっています。そのためにはやは
り力を付けることが先決で、先に申し上げました
ように資格取得までに費した勉強時間が少なく
なっているということを自覚して、事件を通して
オン・ザ・ジョブで自分として力を付けて、それ
を蓄積して、ストックとしてためていって自分の
頭の中で知的なネットワークを作っていく。こう
いうことを自然にできるようになることが大事
で、そうした心掛けで仕事をしていけば必ず道が
開けると思います。
山本：おそらく現在の弁護士、弁護士会は大きな
転機を迎えているということが言えますよね。若
い方々との関係では、やはり生成AIの技術ですね。
これが今後おそらく社会全体の在り方を変えてい
くと思います。法律の世界というのは基本的には
言語、論理による世界ですから、大きなインパク
トを与えていくことは間違いないと思います。
私は、弁護士の仕事はAIが隆盛しても、なく
ならないと思います。ただその仕事の在り方、求
められる機能というのは大きく変容する可能性が
あると思います。それは見方によっては危機です
けれども、見方によってはチャンスであるといえ
ます。
純粋な知識とか、そういうものはAIに打ち込
めばすぐ教えてくれる。知識ではおそらく勝負で
きないことになってくる。
そこで何が人間としての弁護士に求められてい
くのか。研修においてもそういうことを涵養して
いくようなものが求められていくのかなと。我々
法科大学院や大学も変わっていくんだろうと思い
ます。
日下部：ありがとうございます。世の中がものす
ごく大きな転機を迎えるときというのは時々回っ
てくると思うんですけれども、その多くは例えば
戦争など人間の営みの中から発生してしまうもの
だと思うんです。今の時代は、おそらく人間の歴
史の中でもぽつりぽつりとしかあまり来ない大転

換がこの数十年の中で2つは来たんだと思ってい
ます。
1つはインターネットの普及ですね。これでも
う人間の生活ががらりと変わった。もう1つは、
生成AIの発展で、インターネットの普及に匹敵
するぐらいのインパクトがあることなんだろうと
考えています。この2つがわずか数十年の間隔で
生じていて、自分が人生の中でその両方を体験で
きる世代に生まれたというのは、稀有なことでは
ないかと思っています。
考えてみると、インターネットが普及し始めた
ときに様々な産業が影響を受けて、アメリカで経
済を牽引する企業はそこから生まれ出た企業なわ
けですけれども、同じような変化はAIの分野か
らも出てくるということは当然あるんだろうと思
います。
そういう大きな変化を、人によってどう捉える
のかの感度の違いはかなりあって、これを大きな
チャンスである、あるいは変革に耐えるために何
かしなければいけないと考えて行動する人と、あ
まり何も考えないで、普段の日常生活の変化とし
か受け止めないで時間を過ごしてしまう人と、両
方いると思います。
こういう変化のときにはおそらく前者の人の方
が確実に大きな成長なり成果を得られるわけで、
それが加藤先生がおっしゃったブルーオーシャン
なんだろうと思うんです。自分が何の意識も持た
ないで知らぬ間にブルーオーシャンにいましたと
いうことはおそらくなくて、何も考えてなければ
ずっとレッドオーシャンの中にいるだけで、厳し
い競争環境から抜けることもできないということ
になると思います。今の若い先生方にはこういう
変革のときに、どういうところに自分が向かって
いくべきなのかというのを能動的に考えて行動し
てもらいたいなと思います。
自分が若いとはさすがにもう言いませんけれど
も、若い方々とも一緒に頑張っていきたいと思う
次第です。�


